
太宰府館観光交流センター整備・運営事業 公募要項 新旧対照表 
 
 
令和８年４月 27 日に公表した「太宰府館観光交流センター整備・運営事業：公募要項」の訂正箇所の対照表を以下に示します。 
 
■公募要項 
 

 

旧 新 備考 

第４ 応募

の条件等 

１（２）応

募者の備え

るべき参加

資格 

③ 市内業者の事業参画の要件等 

設計業務、工事業務の各業務に、少なくとも１社は

市内業者（太宰府市に本店を有する者をいう。以下同

じ。）が構成員として参画すること。 

第４ 応募

の条件等 

１（２）応

募者の備え

るべき参加

資格 

③ 市内業者の事業参画の要件等 

設計業務、工事業務のいずれかの業務に、市内業者

（太宰府市に本店を有する者をいう。以下同じ。）が構

成員として参画することが望ましい。 
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第４ 応募

の条件等 

２ 応募の

手続き 

表 4-1 募集スケジュール 

公募要項等の公表 令和８年４月 27 日 

参加表明書の提出

締切 
令和８年５月 12 日 

（以下、省略） （以下、省略） 
 

第４ 応募

の条件等 

２ 応募の

手続き 

表 4-1 募集スケジュール 

公募要項等の公表 令和８年４月 27 日 

参加表明書の提出

締切 
令和８年５月 18 日 

（以下、省略） （以下、省略） 
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第４ 応募

の条件等 

３（１）参

加表明書等

の提出 

提出期間 
 

令和８年４月 27 日（月）から令和８
年５月 12日（火） 
午後５時まで（必着）（土日及び祝日
を除く） 

提出先 （省略） 

提出方法 （省略） 
 

第４ 応募

の条件等 

３（１）参

加表明書等

の提出 

提出期間 
 

令和８年４月 27 日（月）から令和８
年５月 18日（月） 
午後５時まで（必着）（土日及び祝日
を除く） 

提出先 （省略） 

提出方法 （省略） 
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